
（別表１） 

事業継続力強化支援計画 

事業継続力強化支援事業の目標 

 

Ⅰ 現状 

（１）地域の災害リスク 

小城市地域防災計画（令和７年５月）によると小城市の自然的環境及び災害リスクは以下のと

おりである。 

 

＜１．自然環境＞ 

１）位置 

小城市は、佐賀県のほぼ中央に位置し、東は佐賀市、西は多久市及び杵島郡江北町、南は白石

町、北は天山山系を境に佐賀市及び唐津市に接し、六角川河口と有明海に面している。 

 

２）地勢（地質） 

小城市の北部には天山山系が連なり、花崗岩を主とする深成岩類が広く分布しており、中部及

び南部は佐賀平野の西部にあたる起伏のほとんどない平坦低地であり、有明粘土層と呼ばれる軟

弱な沖積粘土層である。 

 

３）海岸 

小城市には、南部に干満の差が著しい（６ｍ）有明海沿岸の海岸がある。有明海沿岸は、台風

の常襲地で、これまで高潮及び波浪による浸食や浸水が発生している。 

 

４）河川 

小城市内の河川は、低平地を流れ有明海の干満差の影響を受ける感潮河川である嘉瀬川、六角

川の２水系に大別することができる。この中でも、六角川水系牛津川に注ぐ河川は、降水量の多

い時期には洪水が発生しやすい。 

 

５）低平地 

有明海沿岸の佐賀平野は、干潟の発達に伴う自然陸化や干拓等によって造陸化された低平地で

あり、自然排水が困難な地域である。有明海の潮汐の影響を受けるとともに、有明粘土層の軟弱

な地盤により広域的な地盤沈下が進行しているため、慢性的な浸水被害が生じている。 

 

 

 ＜２．災害リスク＞ 

１）洪水（小城市地域防災計画、ハザードマップ） 

   当市のハザードマップによると、当会が立地する市街地地域においては、３ｍ以上最大で５ｍ

の浸水が予想されている場所もあり、市街地の商業地区のほとんどのエリアが浸水の影響を受け

ると予想されている。 

   

２）土砂災害（小城市地域防災計画、ハザードマップ） 

   当市のハザードマップによると、山間の上砥川地区一帯は、地滑り等、土砂災害が生じる恐れ

があるエリアとなっているが、サービス業の一部が立地している。 

 

３）地震（小城市地域防災計画、J-SHS） 

地震ハザードステーションの防災地図によると、震度５強以上の地震が今後３０年間で４０％

以上の確率で発生すると言われている。 



   

４）その他 

市内の牛津川流域では、これまでも数々の水害に見舞われてきた。最近では、２０１９（令和

元）年８月２７日～２８日の大雨（令和元年佐賀豪雨） ２０２１（令和３）年８月１１日～１

９日の大雨（令和３年８月の大雨）において大雨、洪水等、広い範囲に浸水など多大な被害を及

ぼした。 

 

 ５）感染症 

   新型インフルエンザは、１０年から４０年の周期で出現し、世界的に大きな流行を繰り返して

いる。また、新型コロナウィルス感染症のように国民の大部分が免疫を獲得しておらず、全国的

かつ急速なまん延により、当市においても多くの市民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそ

れがある。 

 

 

（２）商工業者の状況（小城市牛津町・芦刈町） 

   ・商工業者等数   ４９０人 

   ・小規模事業者数  ４３５人 

  【内訳】 

出典：小城市商工会独自調査（令和７年 4 月 1 日現在） 
 

 
（３）これまでの取組 
１）当市の取組 

  ・防災計画の策定、防災訓練の実施 
  ・防災備品の備蓄 
  ・ハザードマップなどの配布 
  ・災害情報共有システム（Ｌアラート）・緊急速報メール・防災行政無線・災害情報等配信サー

ビス・広報車・ホームページ・ＳＮＳ（フェイスブック等）など複数の手段による伝達方法の

整備 
  ・小城市新型インフルエンザ等対策行動計画の策定 
 
 
２）当会の取組 

  ・事業者ＢＣＰや事業継続力強化計画に関する国の施策の周知及び策定支援 
  ・関係機関が開催する事業者ＢＣＰセミナー情報の周知 
  ・発災時における特別相談窓口設置による被災事業者の支援 

（令和元年８月の前線に伴う大雨による災害に関する特別相談窓口/令和２年７月３日から

業種 商工業者数（人） 
小規模 
事業者数（人） 

備考 
（事業所の立地状況等） 

商工 
業者 

建設業 １１４ １１１ 市内に広く分散している 
製造業 ４３ ３１ 牛津工業団地に多い 
卸売、小売業 １２５ １０８ 旧長崎街道沿いに多い 
宿泊業、飲食サ

ービス業 
３３ ３０ 国道 34 号線沿いに多い 

サービス業 １５３ １３７ 市内に広く分散している 
その他 ２２ １８  〃 

計 ４９０ ４３５  



の大雨による災害に関する特別相談窓口/令和３年８月１１日からの大雨による災害に関する

特別相談窓口等） 
  ・各種共済保険制度への加入推進 
  ・新型コロナウィルス関する相談窓口の設置 

（令和 2 年 3 月 3 日～令和 5 年 5 月 8 日） 
   

 
Ⅱ 課題 
  第 1 期計画において、発災時または災害発生前の事前対策の周知啓発について一定の体系化を図

り、災害発生時の迅速な情報収集や小城市、佐賀県商工会連合会、関係機関との連携に関して明文

化できたものの、引き続き、平時・緊急時に的確な対応できる体制作りが必要である。 
また、令和３年の浸水被害を契機に事業継続力強化計画の策定に至った事業者もあるが、まだま

だ少数にとどまり、引き続き策定支援を行う必要がある。 
新型コロナウィルス感染症への対応において、給付金や支援金によって事業活動を維持すること

への支援、取組みが中心とならざるをえず、予防保全対策に対する取り組みはほとんどみられなか

った。 
さらに、コロナ禍で疲弊した管内小規模事業者にとって、コロナ規制解除後にあっても、業況回

復を期待したものの、原油・原材料価格の高騰、相次ぐ最低賃金の大幅見直しによる収益圧迫、深

刻な人手不足、コロナ対策資金の元金返済開始、さらには 2024 問題など、小規模事業者の自助努

力をはるかに上回る経営課題が山積している。 
こうしたことから、第 2 期の本計画においても、ＢＣＰ策定や事業継続力強化の取組の優先順位

が必ずしも高くなく小規模事業者が大半であることから、引き続きその必要性を周知・啓発を行い

ながら、小規模事業者の事業継続力強化支援を行う必要がある。 
 また、感染症対策において、地区内小規模事業者に対して予防接種の推奨や手洗いの徹底、体調

不良者を出社させないルール作りや、感染拡大時に備えてマスクや消毒液等の衛生品の備蓄、リス

クファイナンス対策として保険の必要性を周知するなどを継続した取り組みが必要である。 
 
 
Ⅲ 目標 
・地区内小規模事業者に対し自然災害リスクや感染症等リスクを認識させ、事前対策の必要性を周

知する。 
・マニュアルの共有化と災害に関する知識・ノウハウを習得する。 

 ・災害に関しての損害保険・共済の普及・啓発による小規模事業者の防災・減災対策を図る。 
・発災時における連絡体制を円滑に行うため、当会と当市との間における被害情報報告ルールを 
構築する。 

・発災後、速やかな復興支援策が行えるよう、また域内において新型ウィルス感染症発生時には速 
やかに拡大防止措置を行えるよう、組織内における体制、関係機関との連携体制を平時から構築

する。 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



事業継続力強化支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）事業継続力強化支援事業の実施期間 
（令和８年４月１日～令和１３年３月３１日） 

 
 
（２）事業継続力強化支援事業の内容 

・当会と当市の役割分担、体制を整理し、連携して以下の事業を実施する。 
 
＜１．事前の対策＞ 

・本計画を整理し、自然災害発災時や感染症発生時に速やかな応急対策等に取り組めるようにす

る。 
１）小規模事業者に対する災害リスクの周知 
・当会の会報紙や市広報紙、ホームページなどを活用し、国・県などの施策の紹介やリスクマネ

ジメントの必要性を周知する。 
・ハザードマップに記載されている情報や入手方法をはじめ、具体的な見方や活用方法について

紹介する。 
・災害リスクに対処するための各種共済や損害保険の情報提供を行う。 
・感染症は、いつでも、どこでも発生する可能性があり、感染の状況も日々変化するため、事業

者には常に最新の正しい情報を入手し、デマに惑わされることなく、冷静に対応することを周

知する。 
・感染症に関しては業種別ガイドラインに基づき、感染拡大防止策等について事業者への周知を

行うとともに、今後の感染症対策に繋がる支援を実施する。 
・事業者へ、マスクや消毒液等の一定量の備蓄、オフィス内換気設備の設置、ＩＴやテレワーク

環境を整備するための情報や支援策等を提供する。 
 
２）小規模事業者に対する事業継続力強化計画の策定支援 
・小規模事業者に対し事業継続力強化計画の策定及び認定申請に関する個社支援を行い、具体的

な実行計画策定に繋げていく。 
 
３）当会自身の事業継続計画の作成 
・当会は、佐賀県商工会連合会が策定している「大規模災害対応マニュアル」を参考に「小城市

事業継続計画」（最終改訂令和 7 年 11 月 27 日）を作成（別添）。 
 
４）関係団体等との連携 
・佐賀県火災共済協同組合や損害保険会社と連携し、災害リスクに対処するための各種共済や損

害保険の情報提供を行うとともに事業者 BCP 計画の策定に繋げる。 
・感染症に関しては、収束時期が予測しづらいこともあり、リスクファイナンス対策として各種

保険（生命保険や傷害保険、感染症特約付き休業補償など）の紹介等も実施する。 
 
 ５）フォローアップ 

・小規模事業者の事業者 BCP 計画の取組状況把握と改善提案を行う。 
・当会と当市で事業継続力強化支援のための会議を必要に応じ開催し、状況確認や改善点などに

ついて情報を共有する。 
 

 ６）当該計画に係る訓練の実施 
・自然災害（震度５弱以上の地震）が発生したと仮定し、当会と当市との連絡ルートの確認等を

行う。訓練は、必要に応じて実施する。 



  
 ＜２．発災後の対策＞ 
   ・自然災害等による発災時には、人命救助が第一であることは言うまでもない。そのうえで、

下記の手順で地区内の被害状況を把握し、関係機関に連絡する。 
    
１）応急対策の実施可否の確認 
・発災後１時間以内にＳＮＳ等を活用し職員の安否を確認するとともに業務従事の可否、家屋や

道路の被害状況を当市へ報告する。 
・国内感染者発生後には、職員の体調確認を行うとともに、事業所の消毒、職員の手洗い・うが

い等の徹底を行う。 
・感染症流行や、新型インフルエンザ等対策特別措置法第３２条に基づき、政府による「緊急事

態宣言」が出た場合は、小城市における感染症対策本部設置に基づき当会による感染症対策を

行う。 
・当市で取りまとめた「小城市新型インフルエンザ等対策行動計画」を踏まえ、必要な情報の把

握と発信を行うとともに、交代勤務を導入する等体制維持に向けた対策を実施する。 
 
２）応急対策の方針決定 

  ・被害状況を確認し、当会と当市で速やかに情報を共有する。 
・当会と当市との間で、被害状況や被害規模に応じた応急対策方針を決める。 

  ・職員全員が被災するなどにより、応急対応が困難な場合の役割分担、代替支援体制を決める。 
 

【被害規模の目安】※連絡が取れない区域については大規模な被害が生じていると考える。 

被害規模 被害状況 

大規模な被害がある 

・地区内１０％程度の事業所で、「瓦が飛ぶ」、「窓ガラスが割れ

る」等、比較的軽微な被害が発生している。 
・地区内１％程度の事業所で、「床上浸水」、「建物の全壊・半壊」

等、大きな被害が発生している。 
・被害が見込まれる地域において連絡が取れない、若しくは、交通

網が遮断されており、確認ができない。 

被害がある 

・地区内１％程度の事業所で、「瓦が飛ぶ」、「窓ガラスが割れる」

等、比較的軽微な被害が発生している。 
・地区内0.1％程度の事業所で、「床上浸水」、「建物の全壊・半

壊」等、大きな被害が発生している。 

ほぼ被害はない ・目立った被害の情報がない。 

 
 
・本計画により、当会と当市は以下の間隔で被害情報等を共有する。 

期間 共有頻度 

発災後～１週間 １日に２回共有する 

１週間～４週間 １日に１回共有する 

１ヶ月～２ヶ月 １週間に１回共有する 

２ヶ月以降 必要に応じて共有する 

 



 
＜３．発災時における指示命令系統・連絡体制＞ 

・自然災害等発生時に、地区内の小規模事業者の被害情報の迅速な報告及び指揮命令を円滑に行

うことができる仕組みを構築する。 
・二次被害を防止するため、被災地域での活動を行うことについて決める。 
・当会と当市は被害状況の確認方法や被害額（合計、建物、設備、商品等）の算定方法について、

あらかじめ確認しておく。 
・当会と当市が共有した情報を、佐賀県の指定する方法にて当会または当市より佐賀県へ報告す

る。 
・感染症流行の場合、国や都道府県等からの情報や方針に基づき、当会と当市が共有した情報を

県の指定する方法にて当会又は当市より県へ報告する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
＜４．応急対策時の地区内小規模事業者に対する支援＞ 

   ・相談窓口の開設方法について、小城市と相談する（当会は、国の依頼を受けた場合は、特別

相談窓口を設置する）。 
・安全性が確認された場所において、相談窓口を設置する。 
・地区内小規模事業者等の被害状況の詳細を確認する。 
 
・応急時に有効な被災事業者施策（国や佐賀県、小城市等の施策）について、地区内小規模事

業者等へ周知する。 
・感染症の場合、事業活動に影響を受ける、またはその恐れがある小規模事業者を対象とした

支援策や相談窓口の開設等を行う。 
 
 

  ＜５．地区内小規模事業者に対する復興支援＞ 
   ・県の方針に従って、復旧・復興支援の方針を決め、被災小規模事業者に対し支援を行う。 
   ・被害規模が大きく、被災地の職員だけでは対応が困難な場合には、他の地域からの応援派遣

等を佐賀県等に相談する。 

佐賀県 

小城市商工会 

九州経済産業局 

佐賀県商工会連合会 

小城市 

青色矢印：情報の報告 

赤色矢印：情報の照会 

黒色矢印：情報の共有・連携 



確認 

 

連携 

（別表２） 

 事業継続力強化支援事業の実施体制 

事業継続力強化支援事業の実施体制 

（    年  月現在） 

 

（１） 実施体制（商工会又は商工会議所の事業継続力強化支援事業実施に係る体制／関係市町の事

業継続力強化支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町の共同体制／経営

指導員の関与体制 等） 

 
 
 
 
 
 
 

 

（２） 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第５条第５項に規定する経営

指 員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

 

①当該経営指導員の氏名、連絡先 
   飯盛裕之 小城市牛津町牛津 726-1 小城市商工会 TEL：0952-66-0222 
 

②当該経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度 等） 
  ・本計画の具体的な取組の企画や実行 
  ・本計画に基づく進捗確認、見直し等フォローアップ（１年に１回以上） 
 

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町連絡先 

①商工会／商工会議所 

  小城市商工会 

  〒８４９－０３０３ 佐賀県小城市牛津町牛津７２６番地１ 

  ＴＥＬ：０９５２－６６－０２２２ ／ ＦＡＸ：０９５２－６６－５８２９ 

 Ｅ-mail：ogishi@sashoren.or.jp 

 

②関係市町 

 小城市役所 商工観光課 

〒８４５－８５１１ 佐賀県小城市三日月町長神田２３１２番地２ 

ＴＥＬ：０９５２－３７－６１２９ ／ ＦＡＸ：０９５２－３７－６１６６ 

    Ｅ-mail：shoukoukankou@city.ogi.lg.jp 

 

 

 
※その他 
 ・上記内容に変更が生じた場合は、速やかに佐賀県へ報告する。 

 

 

 

連携 

 

連絡調整 

小城市商工会 

（災害対策本部） 

法定経営指導員 

小城市 

(商工観光課) 

小城市 

(防災対策課) 

(健康増進課) 



（別表３） 

 事業継続力強化支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                       （単位 千円） 

 
８年度 ９年度 １０年度 １１年度 １２年度 

必要な資金の額 １６０ １６０ １６０ １６０ １６０ 

 セミナー開催費 

通信費 

備蓄品購入費 

防災、感染症対策費 

４０ 

４０ 

５０ 

３０ 

４０ 

４０ 

５０ 

３０ 

４０ 

４０ 

５０ 

３０ 

４０ 

４０ 

５０ 

３０ 

４０ 

４０ 

５０ 

３０ 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

 

調達方法 

 

会費収入、事業収入、補助金収入（国・佐賀県・小城市） 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 

 

 



（別表４） 

 事業継続力強化支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町以外の者を連携し

て事業継続力強化支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

該当なし（以下同様） 

連携して実施する事業の内容 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携して事業を実施する者の役割 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携体制図等 

① 

 

 

 

 

 

② 

 

 

 

 

 

③ 

 

 

 

 

 

 


